
未消化の年次有給休暇の取り扱い 

退職する社員から未消化分の年次有給休

暇を退職日まで一括して取得したいという

申し出があった場合、会社はどのような対

応をすべきでしょうか？ 

もし会社の繁忙時であり、年次有給休暇

を取得されると事業の正常な運営に支障を

きたすことが考えられる場合、時季変更権

を使って、年次有給休暇を拒否できるでし

ょうか？ 

この場合、時季変更権の行使は労働者が

指定した日に年休を取得できなくても他の

時季に取得できることが前提です。退職の

日まで年休取得したい場合は他の日に取得

することはできないので、時季変更権は使

えないものと考えられます。 

労働者は年休の時季指定権を有していま

すが、これに対し使用者はその日が事業の

正常な運営に支障をきたす場合には時季変

更権を行使し有給を認めないことも可能で

す。しかし変更できることが必要ですので、

他の日に年休を与えることが前提になりま

す。したがって、退職日の間際に年休を請

求された場合には時季変更権は使えないと

解されます。 

 

 

具体的な取得の仕方 

退職前が会社の繁忙期に当たる、引継ぎ

を行ってもらう必要がある等、一括取得さ

れると困る場合は日程の調整をして退職日

を調整する、年次有給休暇の取得日を調整

する等して引継ぎを行った上で年休を消化

できなかった分を買い取ることは可能です。 

年次有給休暇を買い取ることを前提に年

次有給休暇の有効期間中に休暇を与えない

ことは違法ですが、2年間の取得期間の時効

で未消化になった日数分の買取りは問題あ

りません。（この場合、未消化分の買取りを

しなくてはならないということではありま

せん）。 

また、退職者の年次有給休暇取得は拒否

できないものの、必要な業務引継ぎをこな

した上での休暇残日数買取りは労働者側の

デメリットにはならないものと思います。 
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退職時の有給休暇取得 

「繁忙期だ

から休暇を

取得できま

せん」は退

職時におい

ては使えな

い場合があ

ります 
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